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飯塚市過疎地域持続的発展計画（筑穂地域・頴田地域）(素案)に関する意見書
	居住等の区分
	１．飯塚市に住所を有する人
２．飯塚市に通勤または通学されている人

	年　代
	　10代　・　20代　・　30代　・　40代　・　50代　・　60代　・　70代以上

	過疎計画(素案)の
ページ番号と関係個所
	ご意見

	
	


※提出先及び問い合わせ先
	
	飯塚市

	郵送
	〒820-8501　飯塚市新立岩5番5号
飯塚市総務部企画政策室

	ＦＡＸ
	0948-22-5754

	E-Mail
	kikaku@city.iizuka.lg.jp

	閲覧場所に提出
	[bookmark: _GoBack]飯塚市役所本庁、各支所、12地区交流センター

	問い合わせ先
	飯塚市総務部企画政策室　0948-96-8246(直通)


※本意見書の募集対象は、飯塚市に住所を有する人、または飯塚市に通勤・通学されている人を対象としています。
